
愛知県家畜疾病経営維持資金利子補給補助金交付要綱 

                   （平成２１年６月９日付け２１畜第１７９号 農林水産部長通知） 
（一部改正 平成３１年４月１日付け３１畜第８４０号 農業水産局長通知） 
（一部改正 令和元年５月７日付け３１畜第９６２号 農業水産局長通知） 

（一部改正 令和２年１１月３０日付け２畜第９００号 農業水産局長通知） 
 
 

  
（通則） 

第１条 愛知県家畜疾病経営維持資金利子補給補助金（以下「補助金」という。）は、高
病原性鳥インフルエンザの発生等による畜産経営の継続及び維持や再開に必要な家畜の
導入、飼料等資材の購入等に要する資金を円滑に導入し畜産経営の安定を図るため、畜
産特別支援資金融通事業実施要綱（平成２５年２月２６日付け２４農畜機第４６９９号、
以下「実施要綱」という。）別添２、家畜疾病経営維持資金融通事業実施要領（平成２５
年２月２７日付け２４年発中畜第９４９号－２、以下「中畜要領」という。）及び愛知県
家畜疾病経営維持資金融通事業実施要領（平成１６年３月３１日付け１５資金種類畜第
８０３号。以下「県要領」という。）に基づき融資機関が畜産経営者に貸し付ける資金
に係る利子の一部を、予算の範囲内において融資機関に交付するものとし、その交付に
関しては、愛知県補助金等交付規則（昭和５５年愛知県規則第８号。以下「規則」とい
う。）に定めるもののほか、この要綱及び融資機関との契約の定めるところによる。 

 
（利子補給の承認の申請） 

第２条 融資機関は、補助の対象となる貸付について、利子補給を受けようとするときは、
愛知県家畜疾病経営維持資金利子補給承認申請書(様式第１)を知事に提出しなければな
らない。 

 
（利子補給の承認等） 

第３条 知事は、前項の規定による愛知県家畜疾病経営維持資金利子補給承認申請書の提
出があったときは、その内容を審査のうえ、当該家畜疾病経営維持資金についての利子
補給の承認又は不承認を決定し、愛知県家畜疾病経営維持資金利子補給承認通知書(様式
第２)又は愛知県家畜疾病経営維持資金利子補給不承認通知書（様式第３）により当該融
資機関に通知する。 

２ 知事は、前項の規定により利子補給の承認を決定するにあっては、必要な条件を付け
ることができる。 

 
（補助の要件） 

第４条 この補助金は、実施要綱別添２第３の３の（１）のアの定める者（以下「利子補
給対象者」という。）に対して実施要綱別添２第３の３の（１）のオの(エ)に規定する貸
付利率から次条第２項で定める利子補給率を差し引いた利率で融資機関が貸し付けた場
合に適用する。 

 
（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、利子補給対象者ごとに１月１日から１２月３１日までの毎日の貸
付最高残高（延滞金を除く。）を合算した額を３６５日で除して得た額に利子補給率を
乗じて得た額の合計とする。ただし、期間中の利息には、遅延損害金及び違約金は含ま
ないものとする。 

２ 前項で規定する利子補給対象者ごとに適用する利子補給率は、実施要綱別添２第３の
３の（１）のオの(エ)に規定する利率とする。 
 

（補助金の交付の申請） 
第６条 規則第３条の規定により補助金の交付申請をしようとする融資機関は、愛知県家

畜疾病経営維持資金利子補給補助金交付申請書（様式第４）に利子補給計算書（様式第
５）を添付して１月２０日までに知事に提出する。 

 



（補助金の交付の決定） 
第７条 知事は、前項の補助金交付申請書を受理したときは内容を審査し、補助金を交付

すべきものと認めた場合は、補助金の交付の決定を行い、速やかに愛知県家畜疾病経営
維持資金利子補給補助金交付決定通知書（様式第６）を融資機関に交付する。 

 
（実績報告及び補助金の額の確定） 

第８条 規則第１３条に規定する実績報告及び規則第１４条に規定する補助金の額の確定
は、補助金の交付の申請及び交付決定の通知をもってこれに代える。 

 
（補助金の請求） 

第９条 融資機関は補助金の交付の決定後、速やかに愛知県家畜疾病経営維持資金利子補
給補助金交付請求書（様式第７）を知事に提出する。 

 
（書類の提出） 

第１０条 この要綱に基づく書類の提出は、様式第１については所轄の県農林水産事務所
へ１部、その他の様式については愛知県畜産課に１部提出する。 

 
附 則 
 この要綱は、平成２１年６月９日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、令和元年５月７日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 
 


